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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和７年７月２５日（金）本庁舎５階 ５－１・５－２会議

室に招集する。 

 

出席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治 １５番 伊 澤 忠 治 

 ２番 小 林 正 幸 １６番     井 出 茂 康 

 ３番 永 野 良 徳 １７番    漆 原 豊 彦 

 ４番 田 代 惠美子 １８番 北 村 利 夫 

 ５番 西 山 弘 行 １９番 宮 治 政 彦 

 ６番 関 根 栄 一 ２０番 安 藤 康 彦 

 ７番 齋 藤 義 治  ２１番 佐 藤 智 哉 

８番 井 上 哲 夫 ２２番   澤 野 孝 行 

 ９番 上 田 洋 子 ２３番 平 川 勝 昌 

１０番 吉 川   誠 ２４番 神 﨑 享 子 

１２番 三 上 健 一 ２５番 砂 川 耕 介 

１３番 吉  原    豊 

 

１４番 加 藤   登 

 

欠席委員は、次のとおり 

１１番 飯 田 芳 一 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長 山 本 主 幹 坂 間 主 査  森 

事務職員 守 田  
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 委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第  ２２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ２ 議案第  ２３号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第  ２４号  非農地証明願について 

日程第 ４ 議案第  ２５号  相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

日程第 ５ 議案第 ２６号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

について 

日程第 ６ 議案第  ２７号  農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

に対する意見について 

日程第 ７ 報告第 １２号 農地の貸借の合意解約通知について 

日程第 ８ 報告第 １３号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 
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開会 午後２時３１分 

 

事務局（山本事務局長） それでは、定刻となりましたので、ただいまから「藤沢市

農業委員会総会」を開催させていただきます。 

本日の委員の出席状況を申し上げまず。委員の総数２５名に対しまして、飯

田委員が御欠席ということで２４名でございます。 

 それでは、初めに、齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中を、また、大変暑い中を総

会にお越しをいただきまして、まことにありがとうございます。 

今月の３日に、鈴木藤沢市長へ農業委員会として意見書を提出してまいりま

した。藤沢市も、今年は農業予算を増やしていただきまして、温室のビニール

の張り替え等の補助金を出していただきました。また、今後もまだまだ農業に

力を入れいただきたく、重ねてお願いをしてまいりました。  

また、先日は、参議院選挙が行われまして、結果、自民党が大敗をしたとい

うことでございます。石破首相の責任が問われ、政界も大変混乱をしているよ

うでございます。 

また、そのほかに、アメリカとの関税交渉もまとまったようでございますが、

小泉農業水産大臣は、農業にはあまり影響はないのではないかということを言

っておりましたけれども、果たしてそういうふうな結果になるかどうかという

ことは、これからまだまだ見てみないと分からないということがございます。  

今後は、日本の農業にもいろいろ影響が出てくるのではないでしょうか。農

業者がこれ以上減少しない、日本としての農業政策を期待したいと思います。 

それでは、７月の総会を開会いたします。 

よろしく御協力のほどをお願い申し上げまして、挨拶に代えさせていただき

ます。 

事務局（山本事務局長） 会長、ありがとうございました。 

それでは、これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５
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条の規定に基づきまして、齋藤会長に議長をお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。  

事務局（森 主査） はい、いらっしゃいます。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

    それでは、傍聴人を中にお願いいたします。  

［傍聴人 入室］ 

議長（齋藤義治委員） それでは、傍聴の方に、一言申し上げます。 

    傍聴の方におかれましては、ルールに従いまして傍聴をしていただきますよ

うお願いを申し上げます。よろしくお願いします。  

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、２５番の砂川耕介

委員と２番の小林正幸委員の御両名にお願いをいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

日程第１、議案第２２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、御

説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者５

人。所有面積、耕作面積、ともに１６６ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、用田の３筆。地目、いずれも田。地積、３筆合計２，３７７㎡。権

利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のた

め。譲渡人、譲受人の要望による。 
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続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者２人。所有

面積、耕作面積、ともに１３ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

宮原の１筆。地目、畑。地積、４２０㎡。権利の種類、売買による所有権移転。

申請理由、譲受人、農業経営規模維持のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

続きまして、地区、藤鵠・村岡・明治。番号３。譲受人、住所氏名、記載の

とおり。従事者４人。所有面積、耕作面積、ともに１０ａ。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。当該農地、立石四丁目の２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆

合計１，３００㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、

農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。  

１８番、北村委員。 

１８番（北村利夫委員） 資料は１ページをお開きください。 

当該地については、本件の申請地は、県道４３号線にある「用田橋際」交差

点から南東に約３００ｍの農地１筆と、南に約５００ｍの農地２筆になります。 

地区協におきまして、譲受人である法人の代表と面談しました。 

譲受人は、厚木市に所在する農地所有適格法人で、厚木市に田と畑を所有し、

水稲や野菜の生産により農業経営を行っております。 

厚木市の農地の管理状況が良好であることを、管轄の農業委員会事務局に確

認済みです。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

   申請地については、水稲を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第２？条第３項各号の全てに該当す

るとともに、第３条第２項各号のいずれにも該当しないため、許可要件の全て

を満たすものと考えております。  

    以上です。 
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議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    １０番、吉川委員。 

１０番（吉川 誠委員） 資料は、４ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、県道丸子・中山・茅ヶ崎線にある「宮原南」

交差点から北西に約５０ｍの土地になります。 

譲受人は、宮原で植木の生産により農業経営を行っています。 

このたび、譲受人所有の農地が県道の道路区画の対象になることから、農業

経営規模を維持するため、当該農地を新たに取得するとのことでございます。 

   申請地につきましては、植木を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

    ２４番、神﨑委員。 

２４番（神﨑享子委員） 資料は６ページをお開きください。  

本件の申請地は、市道立石・西俣野線にある「立石」交差点から南東に約５

０ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談し、農業歴や営農予定作物の栽培経験な

どについて確認しました。 

    譲受人には、岐阜県安八町にて農地を所有しており、このたび居住地である
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藤沢市にて農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこと

です。 

    なお、安八町の農地の管理状況が良好であることを、管轄の農業委員会事務

局に確認済みです。 

    申請地につきましては、ジャガイモ・ナス・柿・梅などを生産する計画です。  

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

 ないようでございますが、３番目の方、岐阜県の安八町で農家をやっていた

ということでございますが、今回、これは特別な例でございますので、その辺

の内容を、ちょっと説明してください。 

    森 主査。 

事務局（森 主査） 今回、この案件の、譲受人は、藤沢市で農地を耕作していない方

です。御実家がある地元の岐阜県安八町で田んぼを約１，０００㎡所有し耕作

しているという方でして、農家であることは間違いない、安八町の農業委員会

の農地台帳にも登載はされている方でございました。  

    それで、農地法３条の「全部効率利用要件」というのがございまして、そち

らで今まで農地をきちっと耕作しているか、これから、この当該農地をきちっ

と耕作できるかというところが一つございましたので、地区協にて、そこを確

認させていただきました。 

    今回、御実家（安八町）で、今回の営農計画の作物もやられていたというこ

とを、地区協にて確認をしたところでございます。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  
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議案第２２号について、許可をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２２号について、許可することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第２、議案第２３号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請について」、御

説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、地番、打戻の３筆。地

目、畑。地積、３筆合計３，６９６㎡。内容、一時転用。権利の種類、使用貸

借権設定。工事概要、畑の改良工事。工事期間、許可日から令和８年７月末ま

で。農用地区域除外日、平成２年３月３１日。農地種別、第１種農地。 

続きまして、地区、六会・長後。番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、地番、円行の

１筆。地目、田現況畑。地積、２９７㎡。内容、権利の種類、使用貸借権設定。

転用目的、資材置場。農用地区域除外日、平成９年５月１４日。農地種別、第

２種農地。 

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、地番、長後の４筆。地目、いずれ

も畑。地積、４筆合計１，０８８㎡。内容、権利の種類、賃借権設定。転用目

的、車両置場。農用地区域除外日、当初より。農地種別、第３種農地。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。  
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１６番、井出委員。 

１６番（井出茂康委員） 資料は８ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市立「少年の森」から南東に約１５０ｍの土

地になります。 

    本件につきましては、造成する土量が多く規模が大きいため、農地法第５条

の一時転用許可申請を行ったものです。  

本申請地は、第１種農地で、本来は転用できませんが、転用内容が畑の改良

工事という一時転用申請のため、農地に戻す前提で申請されていますので、例

外的に許可できる案件となります。  

    また、譲受人は、譲渡人の要望により一時的に申請地を借り受け、改良工事

を行い、工事完了後に畑として譲渡人に引き渡すものです。  

申請地については、サツマイモネコブセンチュウによる汚染、植木栽培時に

使用された堆肥や建設機械の出入りによる土壌汚染の可能性もあることから、

黒土を赤土に入れ替える改良工事を行うものです。  

譲渡人は、畑の改良後、サツマイモの作付けを行う計画です。  

    申請地は北側、西側、南側が道路、東側は市管理地になっております。  

    上層０．８ｍ分の黒土を３０度の勾配で掘削し、搬出した後、０．８ｍ分の

赤土の搬入を行い、既存の高さと同レベルになるよう造成を行うものです。  

    隣接する市管理地との境界には、既設の地上高０．５ｍの鋼板がありますの

で、それを利用し、土砂等の流出を防ぎます。 

工事中は、隣地境界に養生ネットを設置し、周囲に土砂や粉じんが流出する

のを防ぎます。 

また、地盤が軟弱なため、工事車両の沈下を防ぐ目的で、入口付近から鉄板

を敷設します。 

なお、神奈川県砂防課には、盛土規制法の手続きが不要であることを確認し

ております。 

地区協におきましては、譲受人及び譲渡人と面談し、周辺の土地及び道路に

十分配慮することなどについて指導しました。 
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以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

この件についても、盛土規制法というのが、今年の４月１日から改正をされ

ました。これは、熱海で大きな事件があったということで、その関係で規制が

強化をされておりますが、それに伴いまして、盛土や土砂、土石の堆積という

ことで、要するに畑等に積み増すことも、かなり規制が厳しくなりましたので、

その辺で分かっていることを、説明して下さい。 

森 主査。 

事務局（森 主査） 今、議長からお話のあったとおり、４月に、盛土規制法が改正さ

れました。基本的には、農地造成ですと１ｍ以上の盛土をした場合については

対象になってくるものになります。  

    今回については、高さがほぼ変わりないということで、手続きが不要であり

ました。 

    規模のところで、今まで開発業務課でも見ていましたけれども、４月から神

奈川県の砂防課で見るという形になりますので、これ以降、規模が大きい農地

造成等につきましては、県の砂防課と連携して申請を進めていく形になるとは

思っております。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員）はい。 

    何か意見はございませんか。 

    井出委員。 

１６番（井出茂康委員） この土地って、結構傾斜がひどいんですよ。それで、高低 

差もありますので、盛土がどうのこうのという場合は、どこを基準に見ていく

ことになるのでしょうか。 

議長（齋藤義治委員） 森 主査。 

事務局（森 主査） 今回については、東側が、多分結構落ちている、市の管理地側で

すかね、それで、ほかのところについては、道路面とフラットになるので、今

回については、高さ、勾配等を変えないという形で計画が出ておりまして、そ
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れで、東側についても土留めを設置しておりますので、少し傾斜はありますけ

れども、市管理地のほうに土砂は流出しないということは確認しております。 

１６番（井出茂康委員） はい。 

議長（齋藤義治委員） ほかに何かございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

２０番、安藤委員。 

２０番（安藤康彦委員） 資料は１６ページをお開きください。 

    本件の申請地につきましては、円行にある「多摩大学湘南キャンパス」から

南西に約３５０ｍの土地になります。  

     農地の区分は、農用地区域外であり、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断できます。  

       譲受人は造園業を営んでおり、これまでは、庭石や作業用車両などを自宅に

保管していましたが、手狭になっており、事業規模も拡大することから、資材

置場を確保する必要がありました。事務所からのアクセスがよいため、代表が

所有している申請地が適地であると判断したとのことです。 

    申請地は、北東側が道路、北西及び南西側が畑、南東側が資材置場になって

おります。 

    出入口以外の部分については、地上高０．６ｍの波板鋼板を設置し、土砂等

の流出を防ぎます。なお、隣接地の資材置場側は、既存の安全鋼板があります

ので、それを利用し、被害防除とします。  

    敷地内は転圧の上、砕石敷きにして、雨水については、敷地内浸透処理とし

ます。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、道路や隣接地に影響がないよ

う十分配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 
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議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

８番、井上委員。 

８番（井上哲夫委員） 資料は１８ページをお開きください。 

    本件の申請地は、長後にある「上谷台公園」から南に約３００ｍの土地にな

ります。 

    農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水道管が埋

設されており、近隣には上谷台公園と下福田なかよし公園があるため、「第３

種農地」と判断いたしました。  

    譲受人は、個人事業主として車両販売及び整備業を営んでおり、市内に車両

置場を賃借していますが、事業規模拡大により、現在使用している車両置場で

は手狭になることから、規模の見合う適地を探しており、規模的にも都合がよ

い申請地が適地であると判断したとのことです。  

    なお、許可後は、現在賃借している車両置場は解約する予定とのことです。  

    申請地は、北側が道路、東側が畑、南側が畑、西側が通路及び宅地になって

おります。 

    出入口以外の部分については、地上高０．５ｍの鋼板を設置し、土砂等の流

出を防ぎます。 

敷地内は転圧の上、砂利敷きにして、雨水については、当該地が引地川特定

都市河川流域内にあり、転用面積が１，０００㎡超えるため、県との協議の結

果、貯留槽を設置し、敷地内浸透処理とします。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がない

よう十分配慮することなどについて指導しました。 

    以上であります。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 
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   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第２３号について、許可することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２３号について、許可することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第３、議案第２４号「非農地証明願について」を上程いたします。 

事務局からの説明を求めます。  

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「非農地証明願について」、御説明させていただきま

す。 

地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

打戻の１筆。地目、畑。地積、１６５㎡。内容、平成１９年頃より住宅の庭敷

地として利用し、現在に至る。確認資料、平成１９年航空写真。農地種別、第

２種農地。現地確認日、令和７年７月１４日。 

続きまして、番号２。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、打戻の

１筆。地目、畑。地積、３４４㎡。内容、昭和５４年頃より住宅の庭敷地とし

て利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写真。農地種別、第１種農地。

現地確認日、令和７年７月１４日。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

３番、長野委員。 

３番（永野良徳委員） 資料は２０ページをお開きください。 

本件の申請地は、市立中里小学校から南に約１００ｍの土地になります。 

    申請地は、平成１９年頃から、主に住宅の庭敷地として利用され、現在に至
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っているとのことでございます。  

申請地の農地の区分は、御所見市民センターより５００ｍ以内に位置するた

め、「第２種農地」と判断いたしました。  

    神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和７年７月１４日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２についての

意見を求めます。 

   ３番、長野委員。 

３番（永野良徳委員） 資料は２１ページをお開きください。 

本件申請地は、市道遠藤・宮原線の「榎戸」交差点から南に約５００ｍの土

地になります。 

    申請地は、昭和５４年頃から住宅の庭敷地として利用され、現在に至ってい

るとのことでございます。 

申請地の農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため、「第

１種農地」と判断いたしました。第１種農地は、原則、非農地証明に該当しま

せんが、集落に接続しており、住宅の敷地であるため、例外的に非農地として

証明できます。 

    神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和７年７月１４日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第２４号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２４号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

    日程第４、議案第２５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

を上程いたします。 

 事務局からの説明を求めます 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」、

御説明させていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、

住所氏名、記載のとおり。特例農地、獺郷の６筆。地目、いずれも畑。地積、

６筆合計９，４２８㎡。区域区分、１筆が調整区域、残り５筆が農振農用地。

相続開始年月日、令和６年１０月２０日。経営面積、１万４，８６８．７８㎡。

現地確認日、令和７年７月１４日。 

続きまして、地区、六会・長後。番号２。被相続人、住所氏名、記載のとお

り。相続人、住所氏名、記載のとおり。特例農地、石川の２６筆と、善行四丁

目の３筆。地目は記載のとおり。地積、２９筆合計２万２，８８４.１９㎡。区

域区分、記載のとおり。相続開始年月日、令和６年１０月２５日。経営面積、

３万１，２９９．７６㎡。現地確認日、令和７年７月１４日。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １２番、三上委員。 

１２番（三上健一委員） 本件につきましては、令和７年７月１４日に相続人親族と
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事務局職員及び私で現地確認を行いました。  

現地の状況は、トウモロコシの栽培中及び作付け準備中であり、全て適正に

管理されていました。 

なお、１筆については、農地中間管理機構を通じた貸し付けを行っています。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について、

意見を求めます。 

    ４番、田代委員。 

４番（田代惠美子委員） 本件につきましては、令和７年７月１４日に相続人と事務

局職員及び私で現地確認を行いました。  

現地の状況は、オクラやカボチャなど野菜の栽培中及び水稲の栽培中であり、

全て適正に管理されていました。  

なお、３筆については、農地中間管理機構を通じた貸し付けを行っています。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第２５号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２５号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第５、議案第２６号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願について」を上程いたします。  
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    事務局の説明を求めます。 

守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） 「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願に

ついて」、御説明いたします。  

    藤鵠・村岡・明治。番号１。買取りの申出事由の生じた者の住所及び氏名、

記載のとおり。買取り申出事由、死亡。買取り申出事由発生日、令和６年１０

月１４日。農業従事者の区分、一定割合以上従事した者。申出をする者の住所

及び氏名、申出事由の生じた者との関係、記載のとおり。買取り申出をする土

地、所在及び地番、鵠沼藤が谷４丁目、２筆、本鵠沼５丁目、２筆。地目、３

筆が畑、１筆が宅地現況畑。地積、合計２，２１３．９３㎡。  

    本申請（番号１）について、申出人の（台帳：基幹２５０日）状況確認を行

いましたが、亡くなる前まで農業経営に携わっていたとのことでした。 

    また、申請地を現地調査したところ、野菜等の作付けはされておりませんで

した。 

    以上のことから、買取り申出事由の生じた者が従たる従事者であったものと

判断いたしました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

    何かございましたら、お願いをいたします。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第２６号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２６号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 
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日程第６、議案第２７号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案に対する意見について」を上程いたします。 

事務局からの説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画案に対する意見について」、御説明いたします。  

番号１は、葛原で３０ａを耕作する方の更新借受分です。  

    番号２は、葛原を中心に２５ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号３、番号４は、遠藤を中心に６３ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号５は、遠藤で１２ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号６は、亀井野で１５ａを耕作する方の更新借受分です。 

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

    今回の、この農地中間管理事業の各農地は、多分新規就農者の方がほとんど

だと思いますけれども、この近辺で農地を持っておられる方、その辺で何か感

じることがありましたら、お願いをいたします。  

    それでは、伊澤委員、お願いします。 

１５番（伊澤忠治委員） 私の管轄のところで、土地を借りて今やっておられる方が

いますが、たまたま今日、私、ワクチンを打ちに鵠沼のほうの医者に、去年か

ら行っているんですけれども、住宅地のど真ん中で、野菜をガレージの中でた

くさん売っている人がいまして、誰だろうと思っていたんですよ。  

    それでまた、今日たまたま通ったら、その方が中にいまして、ちょうど経営

診断とかでも立ち会ったりしていますから、販売状況とかいろいろなものを聞

いてきましたけれども、慣行農法で、生産量も１年１年上がっていまして、周

りが住宅地だということで、販売も非常にスムーズに、売上げも上がっている

というような話を、ちょっと１０分ぐらい立ち話でしてきましたけれども、や
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はり周りが全部お客さんですから、出せば売れるという話で、経営状況も非常

にいいというような話を……、新規就農者で、そういう方は少ないのでね、ま

た販売する場所がなかなかないということで、苦労されているのを見ています

けれどもね 

非常に販売もスムーズにいっているということで、住宅のガレージに軽トラ

を並べて、そこで売っていました。  

    まあそういう人もいるということで話をさせていただきました。  

議長（齋藤義治委員） ありがとうございます。 

    そのほかに何か、新規就農者の方で……、まあほとんどきれいにやっている

ということでございますので、よろしいですか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） 他にないようでございますので、採決をいたします。  

議案第２７号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２７号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第７、報告第１２号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

    事務局からの説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地の貸借の合意解約通知について」、御説

明をいたします。 

    番号１から番号３は、市街化に伴い、事業用地を変更したため、賃借権を合

意解約する旨の通知を受けたものです。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し
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の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１２号を終了いたします。 

    次に移ります。 

    日程第８、報告第１３号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。  

    事務局からの説明を求めます。 

守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報

告について」、御説明いたします。 

本件につきましては、まず、１１ページが「農地法第３条の３第１項の規定

による届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が１件、合計２件となって

おります。 

続きまして、１２ページから１４ページまでが「農地法第４条第１項第７号

の規定による転用届出」でございます。  

六会・長後地区が７件、藤鵠・村岡・明治地区が４件、合計１１件となって

おります。 

続きまして、１５ページから１８ページまでが「農地法第５条第１項第６号

の規定による転用届出」でございます。  

御所見・遠藤地区が３件、六会・長後地区が４件、藤鵠・村岡・明治地区が

８件、合計１５件となっております。  

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましても、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたらお願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１３号を終了いたします。 

    以上で、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。  

    それでは、以上をもちまして、７月の総会を閉会といたします。 

    御審議をしていただきまして、まことにありがとうございました。  

    また、傍聴人の方も、大変お疲れさまでございました。  

 

閉会 午後３時１５分 
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以上のとおり相違ありません。  

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


